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（別表第６）適用する料金表 

１． 適用区分 

料金表Ａ 使用量が０立方メートルから１１立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｂ 使用量が１１立方メートルを超え、１１６立方メートルまでの場合に適用いたします。 

料金表Ｃ 使用量が１１６立方メートルを超える場合に適用いたします。 

 

２．料金及び消費税等相当額の算定方法 

（１）早収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金又は２３の規定に

より調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。 

（２）調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。 

① 料金算定期間の末日が１月１日から１月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあた

っては、前年８月から１０月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたしま

す。 

② 料金算定期間の末日が２月１日から２月２８日（うるう年は２月２９日）に属する料金算定期間

の早収料金の算定にあたっては、前年９月から１１月までの平均原料価格に基づき算定した調整

単位料金を適用いたします。 

② 料金算定期間の末日が３月１日から３月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては 

、前年１０月から１２月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。 

④ 料金算定期間の末日が４月１日から４月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあた

っては、前年１１月から当年１月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いた

します。 

③ 料金算定期間の末日が５月１日から５月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては 

、前年１２月から当年２月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。 

④ 料金算定期間の末日が６月１日から６月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては 

、当年１月から３月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。 

⑤ 料金算定期間の末日が７月１日から７月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては 

、当年２月から４月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。 

⑥ 料金算定期間の末日が８月１日から８月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては 

、当年３月から５月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。 

⑦ 料金算定期間の末日が９月１日から９月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたってっ

は、当年４月から６月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。 

⑧ 料金算定期間の末日が１０月１日から１０月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっ

ては、当年５月から７月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。 

⑪ 料金算定期間の末日が１１月１日から１１月３０日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、当年６月から８月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたし

ます。 

⑫ 料金算定期間の末日が１２月１日から１２月３１日に属する料金算定期間の早収料金の算定に

あたっては、当年７月から９月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたし

ます。 

（３）早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算定式により算定いたします（小

数点以下の端数切捨て）。 

① 早収料金に含まれる消費税等相当額＝早収料金×消費税率÷（１＋消費税率） 

② 遅収料金に含まれる消費税等相当額＝遅収料金×消費税率÷（１＋消費税率） 
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３．料金表Ａ（消費税等相当額を含みます。） 

（１）基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき ６１８．２０円 

（２）基準単位料金 

１立方メートルにつき ２３４．５５４７円 

（３）調整単位料金 

（２）の各基準単位料金をもとに２３の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金といた

します。 

４．料金表Ｂ 

（１）基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき ７９２．００円 

（２）基準単位料金 

１立方メートルにつき ２２１．９７９６円 

（３）調整単位料金 

（２）の各基準単位料金をもとに２３の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金といた

します。 

５．料金表Ｃ 

（１）基本料金 

１か月及びガスメーター１個につき ２０６８．００円 

（２）基準単位料金 

１立方メートルにつき ２１２．１５９８円 

（３）調整単位料金 

（２）の各基準単位料金をもとに２３の規定により算定した１立方メートル当たりの単位料金といた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


